
雲出川流域治水対策検討会（仮称） 規約（案） 
 

第１条（名 称） 
本会の名称は、『雲出川流域治水対策検討会』（以下『検討会』という。）とする。 

      

第２条（目 的） 
検討会は、国土交通省と、三重県、津市、松阪市が、雲出川流域全体及び隣接する地域の

治水に関する当面の課題等について情報共有・意見交換を行うとともに、互いに連携して減災

に向けた効率的かつ効果的な治水対策をとりまとめるものである。 
 

第３条（会 務） 
検討会は、前条の目的を達成するため、次の項目について調整・整理を行うものとする。 

（１） 治水対策検討箇所の検討 
（２） 減災に向けた対策内容（ハード・ソフト対策）の検討 
（３） 各行政機関（国・県・市）における治水対策の当面の進め方の検討 
（４） 上記検討結果のフォローアップ 
（５） その他、本会で必要と認める事項 

尚、検討会のもとに、会務遂行のため幹事会を設けるものとする。      
       

第４条（組 織） 
１．検討会は、原則として別表－１に掲げるメンバーで構成するものとする。 
２．会長は、検討会の会務を統括し、三重河川国道事務所長をもってこれにあてる。 
３．幹事会は、原則として別表－２に掲げるメンバーで構成するものとし、必要に応じてメン

バーを変更（追加）することができる。 
４．幹事長は、三重河川国道事務所副所長をもってこれにあてる。 

 

第５条（検討会等の開催） 
１．検討会は、必要に応じて適宜開催するものとし、会長が招集し会務を統括する。 
２．幹事会は検討会の前に適宜開催するものとし、幹事長が招集し会務を統括する。 

    

第６条（情報公開） 
   検討会は、原則公開とし、検討会の資料等については、会議終了後に公開する。 
   ただし次に掲げる場合であって、幹事会で非公開を決定したときはこの限りではない。 

      （１）非開示情報が含まれる事項についての整理・調整を行うとき 
      （２）公開することにより、円滑な運営に支障が生ずると認められるとき 

 

第７条（事務局） 
１．検討会及び幹事会の事務局は、国、県、市の各部局（別表－３）に設けるものとする。 

   ２．事務局は、検討会及び幹事会の運営に関して必要な事務を処理する。 
 

第８条（規約の改正） 
   この規約を改正する必要があると認められるときは、検討会で協議するものとする。 
 

第９条（疑 義） 
検討会の運営にあたり、本規約に定めのない事項、または疑義が生じた場合は、必要に応

じて適宜協議を行うものとする。 
 

第１０条（附 則） 
この規約は、平成２３年 月 日から施行する。 

以 上 



雲出川流域治水対策検討会 構成員              別 表－１ 
所   属 役職名 備 考 

津市  市 長  

松阪市  市 長  

三重県 県土整備部  流域整備分野総括室長  

河川部  河川調査官  国土交通省 

中部地方整備局 三重河川国道事務所 所 長  

 

雲出川流域治水対策検討会幹事会 構成員          別 表－２ 
所   属 役職名 備 考 

建設部 次 長  

建設部 津南工事事務所 所 長  

津市 

 

下水道部 次 長  

建設部 次 長  

嬉野地域振興局 地域整備課 課 長  

松阪市 

三雲地域振興局 地域整備課 課 長  

県土整備部 河川砂防室 室 長  

津建設事務所 事業推進室 室 長  

三重県 

 

松阪建設事務所 事業推進室 室 長  

河川部 河川計画課 課 長  

河川部 地域河川課 課 長  

国土交通省 

中部地方整備局 

三重河川国道事務所 副所長  

 

雲出川流域治水対策検討会 事務局              別 表－３ 
所   属 備  考 

津市 建設部 事業調整室  

松阪市 建設部 土木課 管理・事業調整室  

三重県 県土整備部 河川砂防室 河川計画グループ  

国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所  調査第一課  

 


